
第90回 緑の審議会 資料（概要版）
「都心のみどりづくり方針（仮称）」について

２０２１年（令和３年）５月１３日



〇「都心のみどりづくり方針（仮称）」について 2
１．都心のみどりづくり方針（仮称）について
（１）「都心のみどりづくり方針（仮称）」とは

都心のみどりづくり方針（以下、「方針」）は、第４次札幌市みどりの基本計画におい
て、「みどり豊かで魅力的な都心の形成」を目的に策定することが定められたもので、都
心のみどりについて目指すべき将来像と、取組の方針を明らかにしたものです。

（２）方針の位置づけ
本方針は「第４次札幌市

みどりの基本計画」を上位

計画とするとともに、「第
２次都心まちづくり計画」
都心におけるその他の部門
別計画と整合・連携を図り
ます。

（３）対象区域
都心のまちづくりと連動した実効性のある

取組が求められていることから、今後まちづ
くりが推進される都市再生緊急整備地域、特
定都市再生緊急整備地域や都市再開発方針に
おける２号地区を網羅した範囲としています。

（４）目標年次
この方針は、おおむね10年後の令和12年

（2030年）を目標とします。

２．上位・関連計画と国の動向
（１）上位・関連計画
ア．まちづくり戦略ビジョン

札幌市のまちづくりに関する最上位計画であり、札幌市の目指す都市像を掲げた上で、
７つの分野ごとにまちづくりに関する「基本目標」を設定しています。

イ．第２次札幌市都市計画マスタープラン
札幌市の目指すべき都市像の実現に向けた取組の方向性を全市的な視点から整理した

もので「総合的な取組の方向性」ほか、「部門別の取組の方向性」についても示されてお
り、その中のひとつとして「みどり」の方向性について示されています。

取組の方向性
〇都心部におけるみどりの保全・創出
〇地域特性を踏まえたみどりの創出
〇みどりのネットワークの創出

市街地の
みどり

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」
のイメージ

ウ．第２次都心まちづくり計画
都心の構造となる「骨格軸」、「展開軸」、「交流拠点」

及び「ターゲットエリア」といった主要な要素についてあ
るべき姿を指針として定めるとともに、その具体化に必要
とされる取組の方向性を定めています。

エ．第４次札幌市みどりの基本計画
都心におけるみどりづくりにおいて、第２次都心まちづくり計画と連動して、各拠点や

各軸に適したみどりづくりや良好なオープンスペースの創出を実現するため、「都心のみ
どりづくり方針」を策定し、取組方針を明らかにすることとしています。

（２）国の動向
ア．新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性（国土交通省都市局）

新型コロナウイルスを契機とし、自宅で過ごす時間が増え、身近な自然資源であり、運
動不足の解消・ストレスの緩和の効果が得られる場として、グリーンインフラ機能を持つ
緑やオープンスペースの重要性が再認識されています。

イ．「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり
～ウォーカブルなまちなかの形成～（国土交通省都市局）
都市の魅力を向上させ、まちなかに賑わいを創出するため、

国土交通省では、「居心地が良く歩きたくなる」空間づくり
による、魅力的なまちづくりを推進しています。

ウ．社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会の提言
「2040年、道路の景色が変わる」（国土交通省道路局）
ポストコロナの新しい生活様式や、社会経済の変革を見据えながら道路施策を通じて実

現を目指す社会像、その実現に向けた中長期的な政策の方向性が提案されました。

■道路の景色が変わる～5つの将来像～

戦略１．世界が注目する魅力と活力、ライフスタイルを実現する
ビジネス・都市観光機能の強化と成熟型都市環境の実現

戦略２．北海道らしい豊かなみどりや地球にやさしい環境を守り
育てる持続可能なまちの実現

戦略３．市民や来訪者にとって魅力的なライフスタイル・ワークスタイルを生む都市空間の形成
戦略４．札幌の持続的・発展的成長をけん引する都心マネジメントの展開

公園のような道路

「被災する道路」
から

「救援する道路」
に

５.

通勤・帰宅
ラッシュが
消滅

１.

公園のような
道路に人が溢れる

２.

人・モノの移動
が自動化・無人化

３.

店舗（サービス）
の移動でまちが
刻々と変化

４.

都心のみどりづくりの推進

〇公共施設等の緑化の推進

〇緑保全創出地域制度の見直し

〇民有地緑化推進

〇都心のみどりの景観の向上

〇まちづくりと連動した都心の
魅力づくり

魅力と活力を持続的に高める集約型のまちづくり
国内外から多くの人々が訪れ、様々な交流や活動が活発に展開されるとしとなるためには、札幌の顔である都
心部の魅力と活力を高めるとともに、まちにうるおいを与えるみどり豊かな都市空間の創出や良好な都市景観の
形成が重要。

経済 安全・安心 環境 文化子ども・若者都市空間 地域



イ．条丁目ごとの緑被分析
公園・街路樹を含んだ緑被率（左図）では、北大植物園、大通公園や道庁の一部などが

位置する条丁目において、緑被率が35％を超えました。
一方で、緑被率の構成要素から公園と街路樹を除いた場合（右図）は、半数以上で緑被

率5％未満となり、大通公園などの第２次都心まちづくり計画で示す軸沿いであっても民
有地の緑被率が低い傾向が見られました。

４．都心の人口推移と子どもの動向
この20年間で、都心の人口は約2.1倍、年少

人口は約2.3倍増加しています。中でも、創成
東地区においては、人口が約２.９倍、年少人口
は３.７倍に急増しています。
また、都心部には保育所が多く存在しており、

令和元年11月時点で都心の保育所数は92施設
（定員3,896人）となっており、大通公園をは
じめ都心の公園等でたくさんの園児が遊んでい
ます。

■都心部の人口推移
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３．都心のみどりの状況
（１）都市公園整備状況

中央区の一人当たりの住区基幹公園面積は、全市平均の1/4以下（0.84㎡/人）となっ
ています。
また、都心部では、直近20年間で造成した住区基幹公園は、新渡戸稲造記念公園

（1,438㎡ H27告示）のみ
であり、近年の都心部の人口
急増に対して、住区基幹公園
の整備が追い付いていない状
況となっています。

（２）都心のみどりに関する市民意識
平成30年度市民アンケート調査で、

都心の公共施設の緑化の充足についての
設問に対して「足りていない」「どちら
かというと足りていない」が約47％を
占め、民間施設については、約53％と
半数以上となりました。

（３）都心の緑被率
ア．都心の緑被率の推移

緑被率調査によると、平成１９年度から令和元年度の都心部の緑被率は約12～13％程
度に微増となっていますが、市街化区域平均の約２２％と比較するとかなり低い値となっ
ています。
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緑被率

H19 H26 R01 H19 H26 R01 R01

樹林地 36.5 37.01 41.26 8.94% 9.06% 10.11% 8.94%

（街路樹） 9.02 9.88 11.56 2.21% 2.42% 2.83% 1.09%

（樹林樹木） 27.48 27.13 29.7 6.73% 6.64% 7.27% 7.84%

草地 10.83 11.58 11.65 2.65% 2.84% 2.85% 10.35%

農地 0.2 0.11 0.09 0.50% 0.03% 0.02% 1.49%

水面 1.49 1.9 1.9 0.37% 0.46% 0.47% 0.78%

緑被地 49.02 50.59 54.89 12.01% 12.39% 13.45% 21.57%

区域面積 408.27

都心部

緑被面積（ha） 緑被率

■都心の緑被分布図（令和元年度）■都心部の緑被変遷状況および令和元年度市街化区域緑被状況

■都心の施設の緑化の充実（左：公共施設、右：民間施設）
出典：第4次札幌市みどりの基本計画策定のための市民アンケート
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■公園配置状況
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■都心部の人口統計区

■一人あたりの住区基幹公園面積

■条丁目ごとの緑被率（公園・街路樹含む） ■条丁目ごとの緑被率（公園・街路樹除く）



①自然環境の保全
②地球環境問題への対応
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５．都心のみどりづくり方針の全体概要

６．基本目標について
（１）基本目標１：都心の魅力を高めるみどりの創出

第４次札幌市みどりの基本計画に示す「みどりの機能」に加え、「都心における札幌
らしいみどりづくりの視点」と「都心の居心地を高める空間づくりの視点」から都心の
魅力を高めるみどりについて整理しました。

（２）基本目標２：みどりのネットワークの形成
基本目標②「みどりのネットワークの形成」を達成するために、都心のみどりの骨格を

なす、大通公園や北大植物園等のまとまったみどりを踏まえ、都心部で形成を図るべきみ
どりのネットワークの将来像を整理します。
道庁や大通公園など、核となる「みどりの資源」をみどりを感じながら快適に歩ける空

間でネットワーク化することで、都心全体のみどりの量と質の向上を図ります。これによ
り、回遊性の向上、都市環境や景観の向上、安全避難経路の形成による防災機能の向上、
生物多様性への貢献などが期待できます。

■みどりのネットワーク将来像図（第３版）

〇みどりの軸
都心において、重要なみどりのオープンスペースを結び、みどりのネットワークを構成す

る、みどり豊かで快適な歩行空間。主に都心の骨格軸及び展開軸に倣うとともに、みどりの
補完軸で構成するものとする。
なお、みどりの基本計画においてコリドーとして位置付けられている大通と創成川通は、

重要なみどりのオープンスペースでもあり、みどりの軸でもあるものとする。

〇都市の骨格軸及び展開軸
第２次都心まちづくり計画に位置付けられた骨格軸及び展開軸。

〇みどりの補完軸
都心の骨格構造及び展開軸を補完してみどりのネットワークを構成するみどりの軸。すで

に緑豊かな路線のほか、今後沿道でのまちづくりにあわせた緑化が期待できる路線や、市民
との協働によるみどりづくりを検討する路線等を位置付けている。

〇「都心のみどりづくり方針（仮称）」について 4

景観・空間
〇原風景としての山並みとまとまったみどり
〇格子状の街路網による軸性の強調

植生・環境
〇樹木による四季の彩り
〇芝生のたくましさと花の鮮やかさ

利用・活用
〇市民の憩いの空間とイベントでの活用
〇協働での花のまちづくり活動

Eye level
まちに開かれた1階

都心における札幌らしい
みどりづくりの視点

Open
開かれた空間が心地良い

Diversity
多様な人の多様な

用途、使い方

Walkable
歩きたくなる

都心の居心地を高める
空間づくりの視点

都心の魅力を高めるみどり

みどりの機能

北3条広場の
イチョウ並木

みどりによる軸や
エリアの個性と
風格の創出

北3条広場
フラワーカーペット

使われる、選ばれる
オープンスペースの
創出

大通ビッセの並木

人の目線に立った
緑化による快適な
歩行空間の創出

池袋西口公園のカフェ

まちに開かれた
居心地の良い
滞留空間の創出

防火帯として整備
された大通公園

誰もが安心して
滞在できる
安全性の創出

③都市環境の形成
④防災機能の発揮
⑤観光まちづくり・
地域経済への寄与

⑥さまざまな世代が
利用できる場の提供

⑦コミュニティの形成

進まないみどりの空間創出

導
入

新たなまちづくりの視点
ウォーカブルシティ

コロナ後のまちづくり
道路行政の変化（車から人へ）

グリーンインフラ

連
携
・
活
用

活発化するまちづくりの動き
北海道新幹線の札幌延伸
都心アクセス道路の整備
民間再開発の連鎖的な展開

市民が実感できる
みどりのボリュームアップ

多様な活用ができる
オープンスペースの確保・創出

目的：みどり溢れ魅力と活力に満ちた都心の形成

基本目標１

都心の魅力を高めるみどりの創出
基本目標２

みどりのネットワークの形成

実現に向けた基本方針３
市民、企業との協働によるみ
どりの充実

実現に向けた基本方針２
民間再開発等と連携したみど
りの創出

実現に向けた基本方針１
公共空間の整備・改善による
みどり豊かな空間形成

重点エリアの設定と重点エリアごとのみどりづくりの目標・方針

課題１ 課題２

踏まえる

上位計画
次期まちづくり戦略ビジョン
第４次みどりの基本計画等

高まるニーズ



（３）基本方針３：市民・企業との協働によるみどりの充実
※今後検討予定です。

８．重点エリアの設定と各エリアのみどりづくりの目標・方針
二つの基本目標の達成に向けて、都心の骨格であり民間再開発等の機運が高まっているエ

リアや３つの基本方針を踏まえ、今後10年間で具体的な取組が期待できるエリアを重点エ
リアに位置付けるとともに、各重点エリアのまちづくりの方向性に貢献するみどりづくりの
目標と方針を示します。

７．実現に向けた基本方針
２つの基本目標のため、「公共整備・改善」、「民間再開発等との連携」、「市民・企業

との協働」という３つの視点からみどりづくりの基本方針を設定します。

（１）基本方針１：公共空間の整備・改善によるみどり豊かな空間形成

（２）基本方針２：民間再開発等と連携したみどりの創出
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みどりづくり制度の効果的な活用
１

〇緑の保全と創出に関する条例等の運用の見直し 等
緑視率向上のため、原則認めていないプランターによる緑化も緑化率として換算する等の運用の見直しを

図り、みどり豊かな都心の実現につなげます。

２
緑化の具体例やメリット等の共有

〇各種補助制度の効果的な活用 等
緑化ガイドライン等を通じ、札幌らしい質の高いみどりを官民で共有します。また、都心のみどりのまちづ

くり助成制度の見直しや周知方法を見直すことで、事業者にとって活用しやすい環境を整えます。

〇緑化ガイドラインの作成 等
みどりの質や緑視率を高めることが重要であるため、緑化に関するノウハウを持たない事業者や、緑化に対

して整備費や維持管理面等の負担感をもつ事業者に向け、緑化の具体例、維持管理手法、メリット等を共有
し、緑化に対する意識や緑化技術等の普及啓発を図ります。

地区計画等との連携
３

〇地区計画等における本方針の内容への配慮 等
みどりづくりの方向性を本方針に明確に示すことで、今後策定される地区計画等において、都市計画決定時

に配慮を求め、民間開発等の際に民有地緑化を誘導します。

４
〇大きくボリュームのある街路樹により
風格ある街並みの形成を目指します。

街路樹によるボリュームアップ

３ ※今後、大通公園の魅力アップにつながるみどりづくりを検討予定です。

大通公園の魅力アップ

検討のポイント（※1）
〇憩いと賑わいの両立
〇大通公園の魅力と機能の向上
〇まちづくりとの連携（※2）

※１：検討のポイントに列記した項目についてはR3年度に市民意向調査
や交通量調査等を行い、必要性を含めて検討する予定。

※２：まちづくりとの連携については今後予定される「大通沿線のまちづく
り方針」と整合を図り、みどりに関するものを検討のうえ盛り込む。

２
〇東4丁目通道路整備による5ｍの歩道整備に伴い、街路樹
等によるみどりづくりを検討します。

東4丁目通道路整備との連携
▼整備後の道路断面

歩道 歩道車道（２車線）
第110回札幌市都市計画審議会資料参考▶

１
〇都心アクセス道路整備事業により生み出される地上部緑地部分を活用し創成
川公園の北伸を検討します。

都心アクセス道路整備との連携

２車線 ２車線

２車線 ２車線
東区側 北区側

▼計画案
緑地整備の可能性

第110回札幌市都市計画審議会資料参考▶

景観との連携
４

〇景観部門との連携強化による誘導 等
景観プレ・アドバイス制度との連携のほか、「活用促進景観資源」制度の活用などにより、大通公園をはじ

めとするみどりの景観資源への配慮を沿道開発者に求めていきます。

都心のプロジェクト動向図

公共空間の
整備改善による
みどり豊かな
空間形成

実現に向けた
基本方針１

民間再開発等と
連携した
みどりの創出

実現に向けた
基本方針２

市民、企業との
協働による
みどりの充実

実現に向けた
基本方針３

５
〇歩きたくなる居心地の良い空間創出のため道路
空間を活用したみどりづくりを検討します。

道路空間を活用したみどりづくりの検討 【みどりづくりの目標】

創成川通重点エリア

※大通および大通周辺の重点エリアの方向性
については、次回以降およびはぐくみの軸強
化方針でも検討予定
※中島公園周辺エリアは新型コロナによる
MICE施設の在り方が再検討されることとなっ
ており、まちづくりの方向性が示されるのを
待って提示予定

駅前通（にぎわいの軸）
大通（はぐくみの軸）
創成川通（つながりの軸）
北３条通（うけつぎの軸）
東４丁目線（いとなみの軸）
みどりの補完軸
重点エリア（軸）
重点エリア

凡例

【みどりづくりの目標】

東4丁目通重点エリア

【みどりづくりの目標】

札幌駅周辺重点エリア

【みどりづくりの目標】

札幌駅前通重点エリア
【みどりづくりの目標】

北３条通重点エリア



令和2年度 令和3年度 令和4年度

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月

〇「都心のみどりづくり方針（仮称）」について 6

９-１．今後のスケジュール

９-２．今後の検討事項
これまでの第1回～第3回の検討委員会では、都心まちづくりやみどりづくりの現状や、公共

施設での緑化・民有地における緑化について議論を進めてきました。
今後の検討委員会では、市民によるみどりづくりや大通公園についての検討を進めていく予定

です。

４．都心のみどりの位置づけと現状

令和３年６月中旬：

９月上旬：

11月上旬：

令和４年3月上旬：

第４回

第５回

第６回

第７回

【検討事項】
市民によるみどりづくりや
大通公園について

方針のとりまとめ

今後の検討委員会と検討事項

関連調査ほか

緑の審議会

検討委員会

次期まちづくり
戦略ビジョン

都心のみどり
づくり方針（仮称）

大通沿線の
まちづくり方針

交通量
調査業務 アンケート調査

パブリック
コメント

緑の審議会① 緑の審議会② 緑の審議会③ 緑の審議会④ 緑の審議会⑤

検討委員会②検討委員会① 検討委員会③ 検討委員会④ 検討委員会⑤ 検討委員会⑥ 検討委員会⑦

11/30
みどりの現状

1/28
公共緑化

3/26
民有地緑化

大通公園ほか 大通公園ほか 方針素案 方針案

10/29 5/13

次期まちづくり戦略ビジョン

都心のみどりづくり方針（仮称）

大通沿線のまちづくり方針

踏まえる

整合 整合

▼素案とりまとめ

▲中間まとめ（予定）

策
定

策
定

策
定
予
定

札幌市立大学との共同調査【大通公園連続化の効果検証】

大通公園

大通公園 市民参加で行う公園花壇の花植えの様子

都心のコンテナ花壇の植え込みを
市民参加で行っている様子


